
序

本
書
、
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
」
が
対
象
と
す
る
の
は
、
践
詐
・
即
位
・
大
賞
祭
と
執
り
行
な
わ
れ
る
天
皇
就
任
儀
礼
、

宮
中
の
正
月
儀
礼
や
賀
茂
祭
・
石
清
水
放
生
会
と
い
っ
た
年
中
行
事
、
古
器
物
・
古
社
寺
・
名
勝
旧
蹟
・
史
蹟
・
天
然
紀
念
物
な
ど
と

戦
前
に
は
称
さ
れ
る
文
化
財
、

そ
し
て
文
化
財
を
通
し
て
語
ら
れ
る
日
本
美
術
史
で
あ
る
。
私
の
文
化
史
研
究
の
方
法
上
の
独
創
性

は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
天
皇
制
の
移
行
・
変
容
を
考
え
る
主
題
と
か
か
わ
っ
て
、
つ
ね
に
政
治
史
と
の
接
点
に
お
い
て
考
察
し
て
き

た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
京
都
、
奈
良
を
中
心
と
す
る
畿
内
か
ら
み
た
、
近
代
天
皇
制
の
形
成
論
を
め
ざ
し
た
。

私
が
論
じ
た
も
っ
と
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
点
は
、
近
代
天
皇
制
の
形
成
過
程
に
お
け
る
、

一
八
八
0
年
代
の
「
旧
慣
」
保
存
ー
ー
＇
文
化
的
「
伝
統
」
の
創
造
_
—
~
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
、
二
つ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

一
九
八
四
年
度
の
修
士
論
文
（
「
東
京
〈
莫
都
〉
と
公
家
社
会
の
解
体
」
、
立
命
館
大
学
大
学
院
に
提
出
）
以
来
、

天
皇
制
の
文
化
的
な
諸
要
素
が
、
二
つ
の
政
治
史
的
契
機
で
い
か
に
変
化
す
る
か
を
追
求
し
て
き
た
。
私
の
仕
事
が
近

世
の
天
皇
制
と
近
代
の
天
皇
制
の
あ
り
方
の
違
い
に
つ
い
て
―
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
で
き
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

そ
し
て
近
年
、

こ
れ
ら
の
論
点
を
発
展
さ
せ
て
、

儀
礼
や
、

H
本
美
術
史
の
叙
述
、
あ
る
い
は
文
化
財
な
ど
）
が
釧
汀
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

第
一
の
論
点
、
東
京
「
莫
都
」
論
に
か
か
わ
っ
て
、

か
え
り
み
れ
ば

序

明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
の
東
京
「
莫
都
」
と
、

日
本
と
い
う
国
民
国
家
の
形
成
と
、
固
有
の
文
化
的
諸
要
素
（
初
詣
と
い
っ
た
神
道

私
が
勉
強
す
る
際
に
念
頭
に
置
い
た
近
世
天
皇
制
の
研
究
を
あ
げ
る
。
朝
尾
直

）
こ
十
年
余
に



序

官
」
『
H
本
史
研
究
」
第
二
九
六
号
、

で
あ
る
。

号、

一
九
八
几
年
）
な
ど
で
あ
っ
た
。

弘
に
よ
る
寛
永
期
に
至
る
幕
府
の
統
治
権
の
確
立
過
程
と
掌
握
さ
れ
て
い
く
朝
廷
の
政
治
過
程
を
解
明
し
た
も
の
（
「
幕
藩
制
と
天
皇
」

「
大
系
日
本
国
家
史
』

3
近世、

一
九
七
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
所
収
）
。
そ
こ
で
出
さ
れ
た
像
と
は
違
っ
た
、
宮
地
正
人
の
朝
廷
独
自
の

「
教
権
」
的
機
能
や
朝
幕
一
体
と
な
っ
た
「
公
儀
」
像
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
幕
末
に
お
け
る
朝
廷
浮
上
の
論
理
（
『
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
」

一
九
八
一
年
、
校
倉
書
房
）
。
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
宮
地
朝
幕
論
に
対
し
、
摂
家
~
武
家
伝
奏
~
奏
に
よ
る
朝
廷
統
制
の
枠
組
み
の
変
容

を
元
禄
期
と
寛
政
期
と
の
画
期
に
お
い
て
政
治
史
的
に
段
階
づ
け
た
高
埜
利
彦
の
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」
（
「
日
本
史
研
究
」
一
三
九

こ
う
し
た
原
理
的
に
幕
藩
制
に
組
み
込
ま
れ
た
朝
廷
を
対
象
と
す
る
政
治
史
的
研
究
に
対
し
、

私
は
東
京
「
莫
都
」
で
断
ち
切
ら
れ

る
、
近
世
の
京
都
を
中
心
と
す
る
畿
内
の
地
域
社
会
と
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
の
実
態
を
み
た
。
朝
廷
と
近
世
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
た
と
え
ば
宮
地
正
人
が
朝
廷
の
「
教
権
」
的
機
能
と
し
て
、
幕
藩
制
の
原
理
の
な
か
で
、
宗
教
・
文
化
や
職
人
・
医
者
・
絵
師
・

芸
能
者
な
ど
の
編
成
を
定
罹
す
る
。
し
か
し
そ
の
「
教
権
」
の
社
会
へ
の
及
び
方
は
、
全
国
、
あ
る
意
味
で
均
質
で
静
態
的
な
モ
デ
ル

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
極
め
て
常
識
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
中
世
以
来
の
権
門
社
寺
や
、
幕
藩
制
下
で
所
領
と
し
て
の
朝
廷
の

領
地
が
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
朝
廷
と
京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
社
会
と
の
関
係
の
あ
り
様
で
あ
る
。
朝
廷
の
京
都
を
中

心
と
す
る
地
域
的
基
盤
の
発
現
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
京
都
、
畿
内
か
ら
強
行
的
に
離
れ
る
、
明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
三
月
の

東
京
「
莫
都
」
の
重
要
な
政
治
課
題
の
―
つ
は
、
「
九
重
深
宮
ノ
旧
弊
」
の
「
一
洗
」
（
山
県
有
朋
の
発
言
、
高
木
博
志
「
東
京
〈
莫
都
〉
と
留
守

一
几
八
七
年
、
参
照
）
、
す
な
わ
ち
近
世
朝
廷
の
解
体
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
近
世
朝
廷
に
お
け
る
京

都
を
中
心
と
す
る
畿
内
の
社
会
史
的
意
味
を
も
っ
と
評
価
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
内
侍
所
へ
の
節
分
の
参
詣
を
例

に
、
禁
裏
・
天
子
が
「
近
世
中
期
以
後
の
京
の
民
衆
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
民
俗
的
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
」
と
す
る
飛
鳥
井
雅
道
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ま
で

-J
―
九
八
五
年
、
木
鐸
杜
、

も
う
ひ
と
つ
に
は
、

ま
ね
で
は
だ
め
で
、

一
八
八

0
年
代
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
天
心
が
日
本
画
を
創
出
し

一
八
九

0
年
代

ひ
と
つ
は
、
国
際
社
会
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
室
間
で
通
用
し
て
い
る
儀
礼
や
文
化
の
ル
ー
ル
の
中
に
、
日
本
の
皇
室
も
入
っ
て

ゆ
く
と
い
う
普
遍
性
・
互
換
性
の
議
論
で
あ
る
。
皇
室
の
年
中
行
事
や
天
皇
就
任
儀
礼
あ
る
い
は
博
物
館
と
い
っ
た
も
の
が
、

ッ
パ
の
王
室
に
お
け
る
あ
り
様
を
参
考
に
し
て
創
ら
れ
て
ゆ
く
側
面
は
こ
れ
で
あ
る
（
本
書
第
一
二
章
）
。

日
本
が
欧
米
か
ら
「
一
等
国
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
に
、
鹿
鳴
館
外
交
の
よ
う
に
単
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
猿

H
本
独
自
の
文
化
的
「
伝
統
」
を
創
り
出
す
こ
と
が
日
本
と
い
う
国
民
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
と
な
る
。
そ
れ
は

柳
原
前
光
が
一
八
八
二
年
に
ロ
シ
ア
か
ら
書
き
送
っ
た
よ
う
に
、

ス
プ
ル
グ
家
な
り
の
独
自
の
文
化
的
「
伝
統
」
に
基
づ
い
て
王
室
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、

が
必
要
と
さ
れ
る
ゆ
え
で
あ
る
（
本
書
第
二
章
）
。

第
三
の
論
点
は
、
す
で
に
述
べ
た
東
京
「
莫
都
」
論
と
「
旧
慣
」
保
存
論
を
う
け
て
、

に
接
す
る
中
で
考
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

日
本
と
い
う
国
民
国
家
の
形
成
と
「
日
本
」
固
有
の
文
化
の
創
造
の
問
題
で
あ
る
。
山
室

信
一
の
国
民
形
成
に
か
か
わ
る
先
駆
的
指
摘
、
す
な
わ
ち
「
政
治
社
会
の
民
族
的
個
性
と
一
体
感
の
自
覚
、
換
言
す
れ
ば
民
族
と
し
て

同
一
の
歴
史
な
り
文
化
な
り
言
語
な
り
を
意
識
と
し
て
共
有
す
る
」
問
題
に
か
か
わ
る
（
「
近
代
日
本
の
知
と
政
治
ー
|
井
上
毅
か
ら
大
衆
演
芸

一
四
七
頁
）
。

を
位
置
づ
け
る
上
で
、
二
つ
の
文
脈
か
ら
説
明
し
た
。

第
二
の
論
点

所
千
度
参
り
の
事
実
（
藤
田
覚
「
幕
末
の
天
皇
」

）
こ
数
年
、
私
が
国
民
国
家
を
め
ぐ
る
議
論

ロ
シ
ア
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が

ロ
マ
ノ
フ
家
な
り
の
あ
る
い
は
ハ
プ

の
最
近
の
指
摘
（
「
近
代
天
皇
像
の
展
開
」
岩
波
講
座
「
日
本
通
史
」
第
一
七
巻
、

を
中
心
に
大
坂
•
河
内
・
近
江
か
ら
多
い
日
に
は
七
万
人
も
の
人
々
が
南
門
か
ら
紫
寂
殿
に
拝
礼
し
賽
銭
を
投
げ
入
れ
た
と
す
る
、
御

一
九
九
四
年
、
五
六
ー
六
一
頁
）
は
、

私
の
議
論
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ

一
八
八

0
年
代
の
「
旧
慣
」
保
存
、
あ
る
い
は
文
化
的
「
伝
統
」
の
保
存
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
際
社
会
に
日
本

日
本
も
独
自
の
文
化
的
「
伝
統
」

一
九
九
四
年
）
、
あ
る
い
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
京
都
市
中
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に
天
心
が
推
古
時
代
・
天
智
時
代
・
天
平
時
代
と
い
っ
た
時
代
区
分
を
有
し
「
時
代
の
精
神
」
を
問
う
日
本
美
術
史
を
描
く
こ
と
も
、

こ
の
文
脈
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
書
第
十
二
章
）
。
さ
ら
に
近
世
朝
廷
の
四
方
拝
の
意
味
が
、
学
校
教
育
を
媒
介
に
し
て
社
会
に

広
が
っ
て
、
正
月
儀
礼
と
し
て
の
初
詣
が
成
立
す
る
問
題
も
、
国
民
国
家
の
形
成
と
国
民
的
な
神
道
儀
礼
の
創
出
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
た
（
本
書
第
八
章
）
。
古
社
寺
保
存
法
に
よ
る
国
宝
の
指
定
や
史
蹟
・
名
勝
の
成
立
と
い
っ
た
こ
と
も
、
国
民
国
家
形
成
と
日
本
文
化

の
問
題
と
し
て
位
潰
づ
く
だ
ろ
う
（
本
書
第
十
章
、
第
十
一
章
）
。

以
上
三
つ
の
論
点
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
、
近
代
天
皇
制
の
文
化
的
要
素
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

近
代
天
皇
制
国
家
論
」
（
「
大
系
日
本
国
家
史
j

四、

本
政
治
構
造
の
研
究
』
（
一
几
五
六
年
、
未
来
杜
）
な
ど
に
現
わ
れ
る
、

一
九
七
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
や
丸
山
真
男
学
派
の
石
田
雄
『
近
代

H

の
ち
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
明
治
維
新
以
米
の

「
絶
対
主
義
」
的
な
国
家
、
「
封
建
的
」
な
も
の
を
引
き
ず
る
天
皇
制
、

た
と
え
ば
講
座
派
を
継
承
す
る
中
村

と
い
っ
た
像
で
は
な
い
。

結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
近
世
天
皇
の
祭
祀
か
ら
近
代
天
皇
制
へ
の
祭
祀
の
変
化
を
実
証
し
、
国
家
と
宗
教
教
団
の
近
代
的
な
関
係

の
創
出
の
さ
れ
方
や
、
宗
教
と
歴
史
が
分
離
す
る
近
代
の
「
神
道
」
の
あ
り
様
を
提
起
し
た
羽
賀
祥
二
の
仕
事
（
「
明
治
神
祇
官
制
の
成
立

と
国
家
祭
祀
の
再
編
」
『
人
文
学
報
』
四
九
•
五
一
、

良
夫
が
国
民
国
家
形
成
の
中
で
、
近
代
天
皇
制
の
基
本
観
念
（
現
人
神
論
・
文
明
開
化
・
祭
政
一
致
な
ど
）
が
、
近
世
以
来
の
民
俗
的
な
も
の

を
近
代
国
家
へ
媒
介
す
る
中
で
創
り
だ
さ
れ
た
こ
と
を
解
明
し
た
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』
(
-
九
九
二
年
、
岩
波
書
店
）
と
い
っ
た
業
績

と
、
私
の
仕
事
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
維
新
以
後
、
近
代
天
皇
制
の
文
化
的
な
諸
要
素
が
創
り
だ
さ
れ
た
こ
と
に
カ

点
を
置
く
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
し
て
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
以
降
の
国
民
国
家
形
成
期
に
創
り
だ
さ
れ
た
儀
礼
・
言
語
・
国
家
・
国
旗
な
ど
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
表
象
や
イ
ギ
リ
ス
王
室
の
文
化
的
要
素
を
明
ら
か
に
し
た

E
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、

T
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
「
創
ら
れ
た
伝

統
』
(
-
九
九
―
一
年
邦
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
）
の
諸
論
稿
（
と
く
に
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
ナ
ダ
イ
ン
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
儀
礼
の
意
味
」
）
、

政
則
「
序
説

一
九
八
一
ー
ニ
年
、
お
よ
び
『
明
治
維
新
と
宗
教
』

一
九
九
四
年
、
筑
摩
書
房
）
、
あ
る
い
は
安
丸
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第
一
部
「
天
皇
就
任
儀
礼
」
。

第
一
章
「
明
治
維
新
と
大
嘗
祭
」
で
は
、
近
世
後
期
の
大
嘗
祭
と
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
十
一
月
の
大
嘗
祭
と
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
近
世
の
朝
廷
と
近
代
天
皇
制
と
の
あ
り
方
の
違
い
に
迫
っ
た
。
近
世
の
大
嘗
祭
が
山
城
国
を
中
心
と
す
る
畿
内
に
地
域
的
基

盤
を
有
し
、
神
仏
習
合
的
な
宗
教
関
係
の
な
か
で
執
り
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
、
明
治
四
年
の
大
賞
祭
は
特
定
の
地
域
と
の
つ
な
が
り

を
断
ち
切
り
、
「
全
国
一
主
ノ
統
御
二
帰
」
す
こ
と
を
理
念
に
束
京
で
施
行
さ
れ
た
。

の
な
か
に
、
近
世
後
期
の
天
皇
就
任
儀
礼
へ
の
献
納
・
奉
仕
の
あ
り
方
を
捜
し
求
め
た
。

第
二
章
「
一
八
八

0
年
代
の
天
皇
就
任
儀
礼
と
〈
旧
慣
〉
保
存
」
で
は
、

ハ
京
都
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
」
と
い
う
規
定
が
成
立
す
る
過
程
を
追
っ
た
。

前
光
が
岩
倉
具
視
に
宛
て
た
建
言
で
は
、

本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

要
素
は
、

『
思
想
」
七
八
九
号
、

そ
し
て

＊
 

こ
れ
も
私
に
と
っ
て
は
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
西
川
長
夫
の
比
較
史
の
方
法
論
（
た
と
え
ば
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
国
民
統
合
」

に
多
く
を
学
ん
だ
。

一
九
九
0
年
）
と
同
じ
よ
う
に
、

と
の
共
通
性
や
互
換
性
に
注
目
し
て
い
る
。

が
果
た
す
文
化
統
合
の
役
割
に
つ
い
て
の
、

の
国
民
国
家
形
成
と
文
化
変
容
』

一
八
八
九
年
の
皇
室
典
範
第
十
一
条
「
即
位
ノ
礼
及
大
嘗
祭

私
は
一
九
世
紀
後
半
の
欧
州
君
主
制
の
文
化
的
諸
要
素
と
、
日
本
の
天
皇
制
の
そ
れ

さ
ら
に
日
本
や
フ
ラ
ン
ス
を
例
に
し
て
、
国
民
国
家
形
成
に
際
し
て
、
芸
術
や
文
学
な
ど

西
川
の
モ
デ
ル
の
提
示
（
「
日
本
型
国
民
国
家
の
形
成
」
西
川
長
夫
•
松
宮
秀
治
編
『
幕
末
・
明
治
期

一
九
九
五
年
、
新
曜
社
）
は
大
変
有
効
な
分
析
だ
と
考
え
る
し
、
本
書
で
扱
う
近
代
天
皇
制
の
文
化
的
な
諸

日
本
型
国
民
国
家
論
の
文
脈
に
置
い
て
み
る
と
極
め
て
き
れ
い
に
整
理
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

と
く
に
山
城
国
近
辺
の
村
の
文
書
や
市
町
村
史

一
八
八
一
ー
八
三
年
（
明
治
十
四
ー
六
）
、

ロ
シ
ア
公
使
柳
原

オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ロ
シ
ア
の
王
室
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
旧
慣
」
11
文
化
的
「
伝
統
」
を
尊
重
す
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互
換
性
が

る
儀
礼
を
執
り
行
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
統
合
や
対
外
的
威
信
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。
と
く
に
ロ
シ
ア
に
お
け
る
戴

冠
式
を
、
〈
政
治
的
首
都
〉
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
は
な
く
〈
聖
な
る
都
〉
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
文
化
的
「
伝
統
」
を
全
面
に
押
し
出
し
て

行
な
つ
方
法
は
、
柳
原
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
が
京
都
に
、
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
が
東
京
に
罹
き
換
え
ら
れ
る
。
岩
倉
具
視

は
、
柳
原
前
光
が
伝
え
る
欧
州
王
室
の
あ
り
様
に
学
び
、
一
八
八
三
年
（
明
治
十
六
）
一
月
に
「
京
都
皇
宮
保
存
二
関
‘
ン
意
見
書
」
を
著

保
存
は
、

わ
し
、
京
都
御
所
を
整
備
保
存
し
即
位
式
・
大
嘗
祭
を
施
行
す
る
案
を
核
と
し
、
京
都
を
中
心
と
し
た
畿
内
に
お
け
る
、
儀
礼
・
年
中

行
事
・
古
社
寺
・
諸
伎
芸
•
在
地
と
の
つ
な
が
り
の
保
存
と
い
っ
た
、
総
合
的
な
「
旧
慣
」
保
存
策
を
打
ち
出
す
。
岩
倉
の
「
旧
慣
」

明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
近
代
の
皇
室
と
創
ら
れ
た
「
伝
統
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
起
点

と
な
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

第
三
章
「
国
際
社
会
に
お
け
る
天
皇
就
任
儀
礼
の
互
換
性
と
固
有
性
」
。
一
九
世
紀
後
半
の
欧
州
君
主
制
の
国
に
は
、
冠
婚
葬
祭
・

外
交
な
ど
に
お
い
て
、
互
い
に
共
有
し
交
通
関
係
に
あ
る
儀
礼
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
そ
の
儀
礼
の
シ
ス
テ
ム
の

な
か
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
一
八
八

0
年
代
以
降
に
整
え
ら
れ
た
日
本
の
皇
室
儀
礼
に
お
け
る
国
際
社
会
と
の
普
遍
性
・

い
い
か
え
れ
ば
、
天
皇
・
皇
后
が
カ
ッ
プ
ル
で
即
位
式

一
九

0
九
年
（
明
治
四
十
二
）
の
登
極
令
に
ど
う
現
わ
れ
る
の
か
。

に
臨
む
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
大
正
・
昭
和
の
大
礼
が
、
い
か
に
近
代
に
な
っ
て
国
際
社
会
に
規
定
さ
れ
て
創
出
さ
れ
た
か
を

論
じ
た
。
ま
た
登
極
令
に
お
け
る
大
嘗
祭
解
釈
が
明
治
期
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
大
正
大
礼
(
-
九
一
五
年
）
以
降
、

即
位
式
よ
り
も
大
昔
祭
の
固
有
性
が
社
会
的
に
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
も
論
じ
た
。

第
四
章
「
大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀
の
歴
史
的
展
開
」
。
本
章
は
、
大
分
県
で
提
訴
さ
れ
た
、
大
嘗
祭
の
違
憲
性
を
問
う
裁
判
へ
の
証

言
と
し
て
、
一
九
九
三
年
に
執
筆
さ
れ
た
。
と
く
に
平
成
の
大
嘗
祭
に
対
す
る
宮
内
省
見
解
で
あ
る
古
代
以
来
の
皇
室
の
「
伝
統
」
論

を
批
判
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
展
開
し
て
き
た
、
神
道
国
教
化
政
策
や
東
京
「
莫
都
」
に
よ
る
畿
内
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に
お
け
る
地
域
的
基
盤
の
解
体
、
あ
る
い
は
国
際
社
会
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
近
世
後
期
・
明
治
四
年
・
一
九
一
五
年
の
大
嘗
祭
斎
田

抜
穂
の
儀
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
い
か
に
変
容
し
た
か
を
跡
づ
け
た
。
特
に
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
に
お
け
る
名
望
家
育
成
や

官
製
の
青
年
団
・
婦
人
会
と
い
っ
た
地
域
秩
序
に
照
応
し
、
地
域
社
会
を
動
員
す
る
国
民
統
合
の
一
環
と
し
て
、

一
九
九

0
年
秋
の
斎
田
抜
穂
の
儀
は
、

第
二
部
「
年
中
行
事
」
。

第
五
章
「
維
新
変
革
と
宮
中
年
中
行
事
の
変
容
」
。
〈
臨
時
行
事
〉
と
し
て
の
第
一
部
「
天
皇
就
任
儀
礼
」
で
提
起
し
た
、
明
治
二
年

の
東
京
「
莫
都
」
に
よ
る
畿
内
の
地
域
的
基
盤
の
解
体
、
お
よ
び
一
八
八

0
年
代
の
国
際
社
会
へ
の
参
入
と
い
う
、
二
つ
の
視
角
を
も

っ
て
、
本
章
で
は
〈
恒
例
行
事
〉
と
し
て
の
宮
中
年
中
行
事
を
分
析
し
た
。
い
わ
ば
、
第
一
部
お
よ
び
第
二
部
全
体
の
総
論
的
な
論
文

で
あ
る
。
結
論
と
し
て
今
日
の
皇
室
の
年
中
行
事
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
期
に
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
宮
中
年
中
行
事

の
変
容
を
通
じ
て
、
近
世
の
朝
廷
と
近
代
天
皇
制
の
あ
り
方
の
違
い
に
迫
っ
た
。

第
六
章
「
天
皇
を
め
ぐ
る
〈
賤
〉
〈
械
〉
の
変
容
1

維
新
変
革
に
お
け
る
、
陰
陽
師
・
芸
能
賤
民
・
夙
の
諸
相
ー
」
。
こ
の
研
究
は
、

『
図
説
・
宮
中
行
事
』
（
嗣
永
芳
照
編
、

な
再
現
で
あ
っ
た
。

祭
斎
田
抜
穂
の
儀
を
位
置
づ
け
た
。

一
九
一
五
年
の
大
嘗

一
九
八

0
年
、
同
盟
通
信
社
、
宮
内
庁
害
陵
部
所
蔵
の
「
公
事
録
』
附
図
を
刊
行
し
た
も
の
）
を
み
な
が
ら
、

正
月
行
事
に
お
け
る
猿
回
し
や
左
義
長
と
い
っ
た
芸
能
賤
民
を
描
い
た
絵
画
の
公
表
は
、
か
つ
て
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
と
の
、
岡
田
精

司
氏
の
教
示
が
発
想
の
起
点
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
宮
中
年
中
行
事
に
お
い
て
は
、
正
月
儀
礼
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
特
定
の
猿
回
し

の
家
や
畿
内
の
万
歳
村
や
陰
陽
師
村
な
ど
か
ら
芸
能
賤
民
（
雑
種
賤
民
）
が
、
京
都
御
所
に
お
け
る
天
皇
を
寿
ぐ
儀
式
の
中
核
に
出
て
き

た
。
こ
う
し
た
芸
能
賤
民
は
、
東
京
「
葵
都
」
を
契
機
と
す
る
維
新
変
革
を
通
じ
て
、
宮
中
か
ら
排
除
さ
れ
、
東
京
の
皇
居
に
新
た
な

「
聖
」
な
る
空
間
が
創
り
出
さ
れ
る
。
ま
た
維
新
変
革
を
通
じ
て
、
山
陵
は
仏
教
的
稜
れ
の
場
か
ら
、
皇
霊
の
宿
る
「
聖
」
な
る
場
へ

一
九

0
九
年
に
制
定
さ
れ
た
登
極
令
お
よ
び
附
式
の
忠
実
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と
、
意
味
づ
け
を
百
八
十
度
転
換
す
る
。
こ
の
山
陵
の
械
観
と
か
か
わ
っ
て
、
大
和
国
葛
下
郡

T
村
の
（
雑
種
賤
民
と
し
て
い
わ
れ
な
き
差

別
を
受
け
る
）
夙
の
人
々
を
動
貝
し
、

土
師
部
の
末
裔
と
の
種
姓
論
に
基
づ
き
武
烈
陵
の
修
補
を
行
な
う
、
中
瑞
雲
斎
の
活
動
も
追
っ

た
。
維
新
変
革
に
お
け
る
天
皇
を
め
ぐ
る
「
賤
」
「
稜
」
の
変
化
の
諸
相
を
考
察
し
た
。

第
七
章
「
維
新
変
革
と
賀
茂
祭
・
石
清
水
放
生
会
」
。
近
世
に
復
興
さ
れ
て
以
降
の
賀
茂
祭
・
石
清
水
放
生
会
は
、
勅
使
が
発
遣
さ

れ
、
宮
中
年
中
行
事
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
”
朝
廷
の
祭
“
で
あ
っ
た
。
し
か
し
維
新
変
革
を
通
じ
て
、
朝
廷

の
畿
内
神
社
秩
序
が
解
体
さ
れ
、
東
京
「
莫
都
」
後
に
、

の
建
議
を
受
け
て
両
祭
は
復
興
す
る
が
、
再
興
さ
れ
た
も
の
は
東
京
の
皇
居
の
年
中
行
事
と
は
断
絶
し
た
＂
神
社
の
祭
“

へ
と
そ
の
性

第
八
章
「
初
詣
の
成
立
1

国
民
国
家
形
成
と
神
道
儀
礼
の
創
出
ー
」
。
従
来
、
民
俗
学
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
正
月
儀
礼
と
し

て
の
初
詣
は
、
近
代
に
な
っ
て
国
民
国
家
に
照
応
し
た
神
道
儀
礼
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
、
歴
史
学
か
ら
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
国

民
国
家
と
と
も
に
創
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
般
化
す
る
神
道
儀
礼
と
し
て
、
ほ
か
に
神
前
結
婚
式
や
七
五
三
参
り
な
ど
を
考
え
て
い

る
。
近
世
朝
廷
の
四
方
拝
に
淵
源
す
る
初
詣
は
、
都
市
で
明
治
二
、
三
十
年
代
に
成
立
し
、
学
校
教
育
を
媒
介
と
し
て
社
会
全
般
へ
と

広
が
り
、

H
露
戦
後
の
大
正
期
に
定
着
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
正
月
の
元
旦
は
、
毎
年
変
わ
る
恵
方
か
ら
や
っ
て
く
る

歳
徳
神
を
家
内
で
静
か
に
迎
え
る
近
世
の
あ
り
様
か
ら
、
官
幣
大
社
を
中
心
と
す
る
社
寺
へ
と
出
向
い
て
現
世
利
益
を
祈
る
近
代
の
あ

り
様
へ
と
変
化
す
る
。
方
法
的
に
は
、
日
記
や
民
俗
誌
な
ど
を
使
っ
て
、
近
世
の
正
月
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
新
聞
史
料
の
分
析
を

通
じ
て
、

明
治
・
大
正
期
の
変
容
を
跡
づ
け
た
。
近
世
の
（
和
人
の
）
民
俗
の
基
層
が
な
く
国
家
神
道
が
ピ
ュ
ア
な
形
で
展
開
す
る
札
幌

と
、
近
世
の
社
寺
参
詣
体
系
と
の
葛
藤
の
な
か
に
神
道
儀
礼
が
成
立
す
る
京
都
、
と
の
二
つ
の
事
例
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
部
「
文
化
財
」
で
は
、
奈
良
（
大
和
）
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
山
陵
・
古
社
寺
・
史
蹟
・
名
勝
、
古
代
美
術
史
の
叙
述
な
ど
を

格
を
変
え
、
今
H
に
至
っ
て
い
る
。

い
っ
た
ん
両
祭
の
「
旧
儀
」
は
中
絶
す
る
。

一
八
八
三
年
一
月
の
岩
倉
具
視
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題
材
と
し
て
、

度
、
私
の
奈
良
在
住
時
代
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
仕
事
で
あ
る
。

H
本
的
景
観
は
、
二

0
世
紀
に
な
っ
て
み
ご
と
に
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
第
一
に
、

れ
る
こ
と
と
な
る
、

一
九
九

0
年

天
皇
制
の
文
化
的
統
合
に
つ
い
て
考
え
た
。

第
九
章
「
一
八
八

0
年
代
、
大
和
に
お
け
る
文
化
財
保
護
」
。
一
八
七
七
年
、
神
武
天
皇
陵
に
お
け
る
紀
元
節
の
親
祭
を
目
的
す
る

大
和
行
幸
を
政
治
的
契
機
に
し
て
、
大
和
に
お
け
る
「
旧
慣
」
保
存
が
始
ま
る
。
神
武
天
皇
陵
を
頂
点
と
す
る
陵
墓
群
の
整
備
、
橿
原

神
宮
の
創
建
、
大
和
三
山
・
奈
良
公
園
•
吉
野
山
な
ど
名
勝
地
の
保
護
、
興
福
寺
に
代
表
さ
れ
る
奈
良
仏
教
の
再
興
、
の
ち
の
南
北
朝

正
閏
論
争
に
つ
な
か
る
吉
野
神
宮
な
ど
の
南
朝
史
蹟
の
形
成
、
と
い
っ
た
も
の
か
「
旧
慣
」
保
存
の
内
容
で
あ
る
。
廃
仏
毀
釈
へ
の
反

省
と
、
立
憲
制
形
成
に
向
け
て
の
皇
室
の
権
威
伸
長
の
課
題
を
あ
わ
せ
も
っ
た
、
一
八
八

0
年
代
の
端
緒
的
な
文
化
財
保
護
の
、
地
域

に
お
け
る
実
態
を
解
明
し
た
。
第
十
・
十
一
章
と
と
も
に
、
奈
良
県
立
奈
良
図
書
館
所
蔵
の
史
料
群
の
分
析
を
中
心
に
、

第
十
章
「
立
憲
制
成
立
期
の
文
化
財
保
護
」
。
立
憲
制
成
立
期
の
文
化
財
保
護
行
政
を
、
皇
室
が
「
栄
督
の
源
泉
」
と
し
て
伎
芸
や

神
社
仏
閣
の
保
存
に
あ
た
る
（
福
沢
諭
吉
の
い
う
）
天
皇
制
の
文
化
的
統
合
機
能
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
明
治
二
十
年
代
の
文
化
財
保
護
行

政
の
ト
ッ
プ
に
い
た
九
鬼
隆
一
の
天
皇
制
の
文
化
的
統
合
論
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
彼
を
中
心
に
な
さ
れ
た
臨
時
全
国
宝
物
取

調
局
の
活
動
、
古
社
寺
保
存
法
や
帝
室
博
物
館
の
成
立
を
、
皇
室
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
大
和
に
お

け
る
文
化
財
保
護
行
政
の
展
開
も
跡
づ
け
た
。

第
十
一
章
「
史
蹟
・
名
勝
の
成
立
」
。
吉
野
山
の
、
中
世
以
来
連
続
す
る
か
の
ご
と
き
上
千
本
・
中
千
本
・
下
千
本
と
い
っ
た
桜
の

は
じ
め
て
史
蹟
・
名
勝
が
保
護
さ

一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
の
制
定
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
は
明
治
中
期
か
ら

大
正
期
に
至
る
、
奈
良
県
に
お
け
る
史
蹟
・
名
勝
の
保
存
活
動
を
、
県
の
施
策
と
、
在
地
の
自
主
的
な
運
動
と
の
両
者
か
ら
解
明
し

た
。
奈
良
県
の
場
合
、
吉
野
山
や
奈
良
公
園
と
い
っ
た
皇
室
と
関
係
の
深
い
名
勝
以
外
は
、
明
治
中
後
期
に
お
い
て
行
政
か
ら
財
政
援
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究
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三
二

0
号、

助
を
受
け
な
か
っ
た
の
が
、
大
正
期
に
な
っ
て
、
多
く
の
史
蹟
・
名
勝
が
奈
良
県
に
掌
握
さ
れ
財
政
的
援
助
が
組
織
的
に
行
な
わ
れ
整

備
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
『
奈
良
県
庁
文
書
」
を
通
し
て
、

第
ト
ニ
章
「
日
本
美
術
史
の
成
立
・
試
論
1

古
代
美
術
史
の
時
代
区
分
の
成
立
|
|
」
。
今

H
の
高
等
学
校
の
教
科
書
に
あ
る
、

飛
烏
・
白
鳳
・
天
平
文
化
と
い
っ
た
時
代
区
分
が
い
つ
成
立
し
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
一
二
尊
像
を
時
代
の
標
準
作
と
す
る
発
想
は
い
つ

生
ま
れ
る
の
か
、
を
問
題
意
識
と
し
て
日
本
美
術
史
の
成
立
を
考
え
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
画
史
画
人
伝
か
ら
、

美
術
理
論
を
媒
介
と
し
て
、
岡
倉
天
心
に
よ
る
「
時
代
の
精
神
」
を
問
う
日
本
美
術
史
が
成
立
す
る
。
こ
の
日
本
美
術
史
が
描
か
れ
る

た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
宝
物
調
在
に
よ
る
全
国
的
か
つ
組
織
的
な
美
術
品
の
年
代
・
作
者
・
等
級
な
ど
の
画
定
作
業
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
天
心
の
時
代
区
分
論
や
美
術
史
の
方
法
論
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
日
本
で
は
じ
め
て
活
字
と
な
る
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
」

（一几
0
一
年
）
が
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
む
け
て
編
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

本
書
は
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
九
年
間
に
、
私
が
発
表
し
て
き
た
も
の
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
表
現
を
適
切
に

し
た
り
、
論
証
を
深
め
た
り
、

第
二
章

第
三
章

第
一
章

立
憲
国
家
形
成
と
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
|
'
|
国
際
杜
会
に
お
け
る
登
極
令
の
互
換
性
と
固
有
性
ー
ー
ー
（
大
阪
歴
史
科
学
協

一
九
八
几
年
四
月
）
。

明
治
維
新
と
大
嘗
祭
(
『
H
本
史
研
究
』
三
0
0
号、

日
本
の
近
代
化
と
皇
室
儀
礼
ー
一
八
八

0
年
代
の
〈
旧
慣
〉
保
存
ー
ー
人
一
九
八
八
年
度
H
本
史
研
究
会
大
会
報
告
、
「
日
本
史

出
の
原
題
と
掲
載
誌
を
記
す
。

誤
り
を
訂
正
し
た
り
し
た
以
外
は
、

＊
 

一
九
八
七
年
八
月
）
。

で
き
る
か
ぎ
り
保
勝
会
の
活
動
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
近
代

基
本
的
に
は
論
文
の
原
形
を
尊
重
し
た
。
こ
こ
に
本
論
文
集
の
初
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第
十
一
章

の
社
会
統
合
」
一
几
九
一
年
五
月
、

第
十
章

第
九
章

化
変
容
j

―
九
九
五
年
三
月
、
新
曜
社
）
。

第
八
章

議
会
『
歴
史
科
学
』

―
―
―
―
サ
、

了
几
九
0
年
七
月
）
。

大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀
の
歴
史
的
変
遷
ー
—
ー
近
代
天
皇
制
と
地
域
ー
（
「
日
本
史
研
究
」
三
七
二
号
、

維
新
変
革
と
宮
中
儀
礼
（
田
中
彰
編
「
近
代
H
本
の
軌
跡
、
明
治
維
新
』
一
九
九
四
年
四
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

犬
息
を
め
ぐ
る
「
賤
」
「
楼
」
の
変
容
—
ー
血
霊
和
変
革
に
お
け
る
陰
陽
師
・
芸
能
賤
民
・
夙
の
諸
相
ー
（
『
歴
史
評
論
』
四

臭
制
」
所
収
、

初
詣
の
成
立
ー
ー
ー
国
民
国
家
形
成
と
神
道
儀
礼
の
創
出
ー
（
西
川
長
夫
•
松
宮
秀
治
編
「
幕
末
・
明
治
期
の
国
民
国
家
形
成
と
文

第
十
二
章

一
八
八

0
年
代
、
大
和
に
お
け
る
文
化
財
保
護
（
『
歴
史
学
研
究
」
六
二
九
号
、

近
代
天
皇
制
の
文
化
的
統
合
1

立
憲
国
家
形
成
期
の
文
化
財
保
護
行
政
ー
（
馬
原
鉄
男
・
掛
谷
宰
平
編
『
近
代
天
皇
制
国
家

文
理
閣
）
。

史
蹟
・
名
勝
の
成
立
（
『
日
本
史
研
究
」
三
五
一
号
、

一
几
九
一
年
十
一
月
）
。

一
九
几
二
年
二
月
）
。

日
本
美
術
史
の
成
立
・
試
論
1

古
代
美
術
史
の
時
代
区
分
ー
ー
_
(
「
H
本
史
研
究
』
四
0
0
号、

な
お
本
書
に
お
け
る
年
号
の
表
記
は
、

明
治
五
年
十
二
月
三
日
を
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
正
月
元

H
と
し
た
太
陽
暦
の
採
用
を
も
っ

て
画
期
と
す
る
。
そ
れ
以
前
は
歴
史
的
表
記
と
し
て
の
元
号
を
、

そ
れ
以
後
は
国
際
的
視
野
か
ら
西
暦
を
主
体
と
し
て
用
い
る
こ
と
と

し
た
。
ま
た
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
、
合
字
は
通
行
の
表
記
に
、
句
読
点
は
適
宜
お
ぎ
な
っ
た
。

一
九
八
八
年
五
月
、
柏
書
房
）
。

第
七
章
明
治
維
新
と
賀
茂
祭
・
石
清
水
放
生
会
ー
~
「
朝
廷
の
祭
」
か
ら
「
神
社
の
祭
」

八
六
号
、

一
九
几
0
年
几
月
）
。

第
六
章

第
五
章

第
四
章

一
九
几
五
年
十
二
月
）
。

ヘ
ー
（
岩
井
忠
熊
編
『
近
代
H
本
社
会
と
天

一
九
九
一
云
一
年
八
月
）
。


